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第
一
章 

総
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
国
際
平
和
を
確
立
し
、
健
全
で
恵
み
豊
か
な
環
境
を
確
保
し
、
並
び
に
国
際
社
会
の
均
衡
あ
る
発
展

及
び
民
主
化
の
促
進
に
貢
献
す
る
こ
と
が
我
が
国
の
責
務
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
際
開
発
協
力
の
本
旨
及
び
国
際
開

発
協
力
に
つ
い
て
の
国
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
国
際
開
発
協
力
の
基
本
原
則
そ
の
他
国
際
開
発
協
力
に
関
し



 

 
 

 

二 

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
開
発
協
力
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
際
開
発
協
力
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 

一 

開
発
途
上
に
あ
る
海
外
の
地
域
（
以
下
「
開
発
途
上
地
域
」
と
い
う
。
）
の
住
民
の
福
祉
の
向
上
又
は
開
発
途
上
地
域

の
経
済
及
び
社
会
の
開
発
に
寄
与
す
る
た
め
の
資
金
協
力
（
有
償
の
資
金
協
力
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
資

金
の
供
与
の
条
件
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
、
技
術
協
力
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
協
力
（
以
下
「
開

発
協
力
」
と
い
う
。
）
で
国
が
直
接
又
は
間
接
に
開
発
途
上
地
域
に
対
し
て
行
う
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除 

 
 

く
。
） 

 

二 

開
発
協
力
を
行
う
た
め
に
国
が
開
発
協
力
に
関
す
る
国
際
機
関
に
対
し
て
行
う
出
資
並
び
に
資
金
の
拠
出
及
び
貸
付
け

（
前
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
貸
付
け
に
限
る
。
） 

 

（
国
際
開
発
協
力
の
本
旨
） 

第
三
条 

国
際
開
発
協
力
は
、
人
類
の
共
生
と
連
帯
の
精
神
に
基
づ
き
、
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
飢
餓
と
貧
困
の
問
題
が
克

服
さ
れ
当
該
住
民
に
人
の
尊
厳
に
値
す
る
生
活
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
開
発
途
上
地
域
の
住 



 
 

 

三 

 
民
の
生
活
の
安
定
及
び
福
祉
の
向
上
並
び
に
開
発
途
上
地
域
の
経
済
の
自
立
及
び
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
よ
り
国 

 

際
社
会
に
お
け
る
地
域
格
差
の
是
正
を
図
り
、
も
っ
て
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ 

 

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
際
開
発
協
力
は
、
開
発
途
上
地
域
の
政
府
及
び
住
民
の
自
助
努
力
を
支
援
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す 

 

る
。 

 

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
前
条
に
規
定
す
る
国
際
開
発
協
力
の
本
旨
及
び
次
章
に
規
定
す
る
国
際
開
発
協
力
の
基
本
原
則
に
の
っ
と 

 

り
、
民
意
が
十
分
に
反
映
さ
れ
、
か
つ
、
国
際
情
勢
に
適
応
し
た
国
際
開
発
協
力
を
計
画
的
か
つ
有
効
適
切
に
実
施
す
る
責

務
を
有
す
る
。 

 

（
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
措
置
等
） 

第
五
条 

国
は
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、
国
際
開
発
協
力
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

実
施
に
関
し
国
民
の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
は
、
国
際
開
発
協
力
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。 



 

 
 

 

四 

 
 

 

第
二
章 

国
際
開
発
協
力
の
基
本
原
則 

 

（
主
権
の
尊
重
等
） 

第
六
条 
国
際
開
発
協
力
は
、
国
際
平
和
と
協
調
を
基
調
と
す
る
我
が
国
の
立
場
を
堅
持
し
、
主
権
の
尊
重
、
平
等
及
び
内
政

に
対
す
る
不
干
渉
の
国
際
的
諸
原
則
に
従
っ
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
際
開
発
協
力
は
、
開
発
途
上
地
域
の
政
府
及
び
住
民
と
の
相
互
理
解
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
生
活
水
準
が
著
し
く
低
い
開
発
途
上
地
域
に
対
す
る
特
別
の
配
慮
） 

第
七
条 

国
際
開
発
協
力
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
住
民
の
生
活
水
準
が
著
し
く
低
い
開
発
途
上
地
域
に
つ
い
て
特
別
の
配
慮

が
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
女
性
及
び
子
供
の
福
祉
の
向
上
に
対
す
る
特
別
の
配
慮
） 

第
八
条 

国
際
開
発
協
力
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
開
発
途
上
地
域
の
女
性
及
び
子
供
の
福
祉
の
向
上
に
特
別
の
配
慮
が
な
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
見
地
か
ら
の
考
慮
） 

第
九
条 

国
際
開
発
協
力
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
核
兵
器
そ
の
他
の
武
器
の
開
発
、
生
産
、 



 
 

 

五 

 
保
有
、
輸
出
入
等
の
動
向
、
軍
事
支
出
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
見
地
か
ら
適
切
な
考
慮
が 

 

払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
軍
事
的
用
途
へ
の
転
用
の
防
止
等
） 

第
十
条 

国
際
開
発
協
力
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
国
際
紛
争
等
を
助
長
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
特
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
と

と
も
に
、
軍
事
的
用
途
へ
の
転
用
の
防
止
の
た
め
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
民
主
化
の
促
進
の
努
力
等
に
対
す
る
考
慮
等
） 

第
十
一
条 

国
際
開
発
協
力
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
民
主
化
の
促
進
の
努
力
及
び
基
本
的
人

権
の
保
障
の
状
況
に
つ
い
て
、
適
切
な
考
慮
が
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
際
開
発
協
力
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
国
際
開
発
協
力
に
係
る
事
業
が
当
該
開
発
途
上
地
域
の
住
民
の
人
権
並
び

に
生
活
及
び
文
化
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
等
） 

第
十
二
条 

国
際
開
発
協
力
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
国
際
開
発
協
力
に
係
る
事
業
が
当
該
開
発
途
上
地
域
の
環
境
又
は

地
球
の
全
体
若
し
く
は
そ
の
広
範
な
部
分
の
環
境
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
十
分
配
慮
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
環



 

 
 

 

六 

境
の
保
全
の
た
め
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
住
民
の
参
加
に
対
す
る
配
慮
） 

第
十
三
条 
国
際
開
発
協
力
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
国
際
開
発
協
力
に
係
る
事
業
の
計
画
の

策
定
及
び
実
施
の
過
程
に
お
い
て
当
該
開
発
途
上
地
域
の
住
民
の
参
加
、
特
に
女
性
の
参
加
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
際
機
関
等
と
の
協
力
） 

第
十
四
条 

国
際
開
発
協
力
は
、
開
発
協
力
を
行
う
国
際
機
関
、
外
国
政
府
、
我
が
国
の
地
方
公
共
団
体
及
び
内
外
の
民
間
の

団
体
と
連
携
し
、
か
つ
、
必
要
な
調
整
を
図
り
つ
つ
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 

国
際
開
発
協
力
に
係
る
人
員
の
確
保
等 

 

（
人
員
の
養
成
及
び
確
保
） 

第
十
五
条 

国
は
、
国
際
開
発
協
力
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
人
員
の
養
成
及
び
確
保
を
図
る
た
め
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
派
遣
さ
れ
る
者
等
の
安
全
の
確
保
並
び
に
職
業
及
び
生
活
の
安
定
） 



 
 

 

七 

第
十
六
条 

国
は
、
国
際
開
発
協
力
の
た
め
開
発
途
上
地
域
に
派
遣
さ
れ
る
者
等
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ら
の
者
の
職
業
及
び
生
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
四
章 

開
発
協
力
を
行
う
団
体
に
対
す
る
援
助
等 

 

（
開
発
協
力
を
行
う
団
体
に
対
す
る
援
助
） 

第
十
七
条 

国
は
、
開
発
協
力
を
行
う
地
方
公
共
団
体
及
び
国
際
開
発
協
力
を
行
う
上
で
適
当
と
認
め
る
開
発
協
力
を
行
う
民

間
の
団
体
に
対
し
、
助
成
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
は
、
前
項
の
援
助
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
援
助
を
受
け
る
民
間
の
団
体
の
自
主
性
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う

配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
税
制
上
の
措
置
） 

第
十
八
条 

国
は
、
民
間
の
発
意
に
基
づ
く
開
発
協
力
の
促
進
を
図
る
た
め
必
要
な
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。 

 
 

 

第
五
章 

国
会
に
対
す
る
報
告
等 

第
十
九
条 

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
政
府
が
国
際
開
発
協
力
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば



 

 
 

 

八 

な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
報
告
に
は
、
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
経
済
の
動
向
、
住
民
の
生
活
水
準
の
動
向
及
び
社
会
資
本
の
整
備
状
況
そ

の
他
国
際
開
発
協
力
の
指
標
と
な
る
事
項
並
び
に
国
際
開
発
協
力
の
効
果
に
関
す
る
評
価
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

政
府
は
、
毎
年
、
第
一
項
の
報
告
に
係
る
国
際
開
発
協
力
の
状
況
を
考
慮
し
て
講
じ
よ
う
と
す
る
施
策
を
明
ら
か
に
し
た

文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

九 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

国
際
開
発
協
力
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
国
際
開
発
協
力
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
国
際
開
発
協
力
の
本

旨
及
び
国
際
開
発
協
力
に
つ
い
て
の
国
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
国
際
開
発
協
力
の
基
本
原
則
そ
の
他
国
際
開
発 

協
力
に
関
し
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


